
１） 本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事である。

２）

３）

４）

５）

６）

７） 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

１.受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

２.受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

８） 週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日工事【現場閉所】の実施について

受注者が完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日の施工を行う希望がある場合、工事着手前に発注者に対して完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日に取り組
む旨の協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日での施工を行う工事である。なお、月単位の週休２日が達成できない場合において
も通期の週休２日による施工を行わなければならない。

現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定
外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。
月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、土日・祝日に関わらず、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。
対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全
体を一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは対象期間に含まな
い。
工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週
休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。な
お、土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。
ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。
月単位の４週８休とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態を
いう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.
5%）以上を達成しているものとみなす。
通期の４週８休とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5%（８日／28 日）の水準の状態をいう。

週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨
に沿った休日の取得に努めるものとする。



９）

１）現場の閉所状況

上記５に示した現場の閉所状況を達成した場合。

２）補正方法

ホームページ　URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

【補正係数】

完全週休２日（土日）

・労務費　　　　　　1.02

・共通仮設費率　　　1.02

・現場管理費率　　　1.03

４週８休以上（月単位）

・労務費　　　　　　1.02

・共通仮設費率　　　1.01

・現場管理費率　　　1.02

ホームページ　URL: https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/shukyufutsuka.html

１０） 「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

１１） 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける

必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

市場単価方式の週休２日補正は、下記ホームページによる。

　現場の閉所状況に応じて、以下の補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乗じる。市場単価方式についても、現場の閉所状況に応じて補正係数を乗
じるものとする。ただし、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ編第Ⅱ章市場単価に掲載されている工種のみ補正対象とする。なお、その他労務費分が明らかと
なっていない単価等については、補正の対象としない。

当初予定価格では、月単位の４週８休の補正係数を各経費に乗じている。 休日率の達成状況を確認後、完全週休２日を達成した場合は、完全週休
２日（土日）の補正係数に設計変更をする。なお、月単位の４週８休に満たないものについては、補正を減ずる設計変更をする。
ただし、週休２日工事実施要領においては、工事着工前に取組を協議することとしており、設計変更の可否は、その協議により定めた取組内容（「完
全週休２日」、「月単位の週休２日」、「通期の週休２日」）に対して判断する。よって、結果的に履行状況が、当初協議した取組内容を上回る場合であって
も、それに係る経費の補正は行わない。

※ 設計変更の事例：週休２日工事実施要領[別紙－１：７補正方法］を参照
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